
１．目的

地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、

兼ねて社会一般の福祉の増進に資し、もってわが国

商工業の発展に寄与する。
２．人格

商工会議所法（昭和２８年法律１４３号）の規定

に基づく法人。

３．事業
（１）意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申

し又は建議すること。

（２）行政庁等の諮問に応じて答申すること。

（３）商工業に関する調査研究を行うこと。
（４）商工業に関する情報及び資料の収集又は刊行

を行うこと。

（５）商工業に関する講演会又は講習会を開催する

こと。
（６）商工業に関する技術及び技能の普及又は検定

を行うこと。

（７）商工業に関して相談に応じ又は指導を行うこと。

（８）商工業に関して、観光事業の改善発達を図る
こと。

（９）行政庁から委託を受けた事務を行うこと。

近未来技術研究会

会　　　　　員

特定商工業者

交  通  運  輸  業 　女　　　性　　　会　女　　　性　　　会　女　　　性　　　会　女　　　性　　　会

金  融  保  険  業 都市産業研究会

飲　食　宿　泊　業
青年工業経営研究会

特   別   会   員

南　支　所 工　　　　　　　業

サ  ー  ビ  ス  業

建 　　 設 　 　業
　青　　　年　　　部　青　　　年　　　部　青　　　年　　　部　青　　　年　　　部

不   動    産   業

中小企業振興部
経営支援課

部     会部     会部     会部     会 観光・まちづくり委員会
産業人材支援課 商　　　　　　　業

運営委員会

金融税制専門委員会
産業振興課 常 議 員 会（ 常 議 員 ４６人、役 員 ７人 ） 雇用労働・人材確保委員会

中小企業国際化支援委員会

１号議員
（７０人）

・会員及び会員以外の特定商工業者が
投票で、会員のうちから選出

２号議員
（４９人）

 ・部会が部会員のうちから選出

総務部
総務課 常　　設　　委　　員　　会常　　設　　委　　員　　会常　　設　　委　　員　　会常　　設　　委　　員　　会

３号議員
（２１人）

・会頭が常議員会の同意を得て会員の
うちから選出

副会頭（５人）

専務理事 監事　（３人） 名誉会頭・名誉副会頭・名誉議員

事務局長
議　員　総　会（１４０人）議　員　総　会（１４０人）議　員　総　会（１４０人）議　員　総　会（１４０人）
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